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飼養衛生管理基準の改正について
令和２年６月３０日付けで、飼養衛生管理基準の改正が公布され、一部
の項目を除き、今年の１０月１日から施行されます。
【令和２年１０月以降に施行になる項目】

令和３年１０月～ ⑥防鳥ネットの設置
令和４年２月～ ②飼養衛生管理マニュアルの作成

【改正の概要】
・基準を以下の４つに体系化
I. 家畜防疫に関する基本的事項
II. 衛生管理区域への病原体の侵入防止
III. 衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止
IV. 衛生管理区域外への病原体の拡散防止

・主な改正項目
① 家きんの所有者の責務を新設（Ⅰ－１）
② 飼養衛生管理に係るマニュアル作成並びに従業員等への周知徹底

（令和４年２月施行）（Ⅰ－３）

③ 衛生管理区域の考え方を明確化（Ⅰ－７）

④ 愛玩動物の飼育禁止を新設（Ⅰ－９）

⑤ 衛生管理区域入口での更衣及び車両の乗降の際の交差汚染防止措

置の追加（Ⅱ－１４、１５）

⑥ 家きん舎以外の飼料保管庫、堆肥舎等への野鳥等の侵入防止措置

を追加（令和３年１０月施行）（Ⅲ－２４）

⑦ 衛生管理区域内の整理整頓及び消毒の新設（Ⅲ－２７）

⑧ 衛生管理区域から搬出する物品の消毒等を新設（Ⅳ－３２）

南部家畜保健衛生所 TEL 04-7092-2304 FAX  04-7092-1434
※休日、夜間は転送されますので必ず５回以上のコールをお願いします。


